
令和5年2月28日

令和5年5月15日 参議院決算委員会 公明党 高橋光男
出典：公明新聞(3月1日付及び4月28日付)を基に高橋光男事務所作成

資料１

※武井外務副大臣にも要望
（3月23日および5月9日）

令和5年4月26日

伊佐厚労副大臣へ抗菌薬開発企業より要望（公明党国際保健推進委員会が同席）



令和5年5月15日 参議院決算委員会 公明党 高橋光男
出典：公益社団法人日本理学療法士協会提供資料を基に高橋光男事務所作成

資料２

理学療法士の所定内給与額は１５年以上変化がなく、看護師や社会福祉専門職業従事者などの
他職種と比較して伸び率において大きな差が生じている。



令和5年5月15日 参議院決算委員会 公明党 高橋光男
出典：こども家庭庁提供資料を基に高橋光男事務所作成

資料３



令和5年5月15日 参議院決算委員会 公明党 高橋光男
出典：こども家庭庁提供資料を基に高橋光男事務所作成

資料４



令和5年5月15日 参議院決算委員会 公明党 高橋光男 出典：厚生労働省ホームページ
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html)より抜粋の上、高橋光男事務所により加筆

資料５

※更新されていない項目あり



令和5年5月15日 参議院決算委員会 公明党 高橋光男
出典：神戸市提供資料を基に高橋光男事務所作成

資料６神戸市における市営住宅の活用による外国人材への住宅供給の取組



(２年)

令和5年5月15日 参議院決算委員会 公明党 高橋光男
出典：国土交通省資料を基に高橋光男事務所作成

資料７

年金加入期間：５年

技能実習２号から移行した１号特定技能外国人の退職・出国、脱退一時金の請求

技能実習２号から移行
（３年）

脱退一時金(５年分)を請求

２～３ヶ月程度

１～２ヶ月程度

入国後１ヶ月程度は
就労開始できない

受入計画の審査・認定

（上乗せ規制）



令和5年5月15日 参議院決算委員会 公明党 高橋光男
出典：高橋光男事務所作成

資料８
※内容は令和4年4月18日時点のものであり、
現在の状況と異なる部分もある。
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